




































































○新型コロナウイルス感染症の現状（薬務感染症対策課 関係） 

 

１．厚生労働省からの主な通知等 

 

・令和２年１月２８日付け厚生労働省健康局長通知 

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について（施行通知） 

（内容：新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行通知（２月７日施行）） 

 

・令和２年１月３１日付け厚生労働省健康局長通知 

  新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について 

  （内容：新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の施行日改正通知（２月１日施行） 

 

・令和２年２月１日付け事務連絡（厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省健康局結核感染症課連名）  

  新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について 

  （内容：新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制（「接触者・帰国者外来」「接触者・帰

国者相談センター」の整備依頼） 

 

・令和２年２月４日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２

項に基づく届出の基準等について（一部改正） 

 （内容：感染症法に基づく、医師の届出基準等の通知、当初通知は２月３日（添付省略）） 

 

・令和２年２月６日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染

症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正） 

 （内容：新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の基準改正通知（当初通知は２月

３日（添付省略）） 

 

２．薬務感染症対策課（各保健所・環境保健研究センター）の対応 

 

・令和２年１月２４日（金） 

 香川県新型コロナウイルス関連肺炎に関する庁内連絡会議開催 

・令和２年１月２９日（水） 

  各保健所に相談窓口を開設（ホームページに掲載） 

・令和２年１月２９日（水） 

  環境保健研究センターに新型コロナウイルス感染症の検査体制を整備 

・令和２年２月３日（月） 

  各保健所に「接触者・帰国者相談センター」を設置（各保健所の相談窓口に併設） 

・令和２年２月４日（火） 

  感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の届出基準等について、県内医療機関に一斉 FAX 

 

※厚生労働省からの通知等は、香川県医師会、感染症指定医療機関等関係機関に通知している。 

薬務感染症対策課 資料 
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